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１ 用語の定義  

 この告示において、「障害者」、「障害児」、「障害支援区分」、「居宅介護」、「重

度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「生活介護」、「短期入所」又は「重度

障害者等包括支援」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律第４条及び第５条に規定する障害者、障害児、障害支援区分、居宅

介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所又は重度障害

者包括支援をいう。  

２ 居宅介護の支給決定基準  

（１） 基礎基準時間（１箇月あたり）  

障害支援区分  支給量の上限  

区分１  １０時間  

区分２  １５時間  

区分３  ２０時間  

区分４  ３５時間  

区分５  ５０時間  

区分６  ６０時間  

注 基礎基準時間とは、居宅介護の障害支援区分に応じて支給量を決定するに

あたって、加算項目を勘案する前の基礎となる上限時間を言う。  

（２） 加算項目  

 イ 単身者加算（１箇月あたり）  

項目  調理  食事介助  入浴介助  掃除、洗濯  買い物  

支 給 量 の

上限  

９時間  ３０時間  １４時間  ９時間  ９時間  

対 象 と な

る障害  

全障害  全障害  全障害  全障害  全障害  

 

項目  買い物（非日

常的  

通院介助  公 的 機 関 等

の手続き  

情 報 通 信 の

管理  



支 給 量 の 上

限  

３時間  １０時間  ５時間  ３時間  

対 象 と な る

障害  

知的障害者、

精神障害者  

全障害  全障害  全障害  

注１ 単身者加算とは、当該障害者を介護する者の状況を考慮した上で、基礎

基準時間に付加できる時間をいう。  

２ 調理、食事介助、入浴介助及び掃除・洗濯の加算が考慮できる対象者は、

介護者が７５歳以上の後期高齢者、介護保険要介護認定者、障害者及び疾病

や怪我等により通院加療中の者のみであり、食事介助及び入浴介助の加算が

考慮できる対象者は、介護者が就労している者（常勤の場合は加算時間の１

００％、パートタイムの場合は同５０％）又は世帯内に要介護者、要看護者、

学齢児未満の幼児がいる者のみである。  

３ 加算項目に該当するかどうかは、市が調査し判断する。  

ロ その他加算（１箇月あたり）  

項目  住宅状況  日中活動

なし  

地域移行

準備  

行動障害  自立支援  年 末 年 始

期 間 等 日

中 活 動 振

替  

支給量の

上限  

１０時間  １５時間  １０時間  ２７時間  １０時間  日 中 活 動

日 １ 日 に

つ き ８ 時

間  

対象とな

る障害  

身体障害

者  

全障害  全障害  知的障害

者、精神

障害者  

全障害  全障害  

注１ その他加算とは、当該障害者の社会活動や居宅等状況及びサービス利用

意向を考慮した上で、基礎基準時間に付加できる時間をいう。  

２ 加算項目に該当するかどうかは、市が調査し判断する。  

３ 重度訪問介護  

（１） 基礎基準時間（１箇月あたり）  

障害支援区分  支給量の上限  

区分４  ７０時間  

区分５  ９０時間  



区分６  １１０時間  

注 基礎基準時間とは、重度訪問介護の障害支援区分に応じて支給量を決定す

るに当たって、加算項目を勘案する前の基礎となる上限時間をいう。  

（２） 加算項目  

 イ 単身者加算（１箇月あたり）  

項目  身体介護  家事援助  

支給量の上限  区分４  ６０時間  ３５時間  

区分５  ８０時間  

区分６  １００時間  

注１ 単身者加算とは、当該障害者を介護する者の状況を考慮した上で、基礎

基準時間に付加できる上限時間をいう。  

２ 身体介護及び家事援助の加算が考慮できる対象者は、介護者が７５歳以

上の後期高齢者、介護保険要介護認定者、障害者及び疾病や怪我等により通

院加療中の者のみであり、身体介護の加算が考慮できる対象者は、介護者が

就労している場合（常勤の場合は加算時間の１００％、パートタイムの場合

は同５０％）又は世帯内に要介護者、要看護者、学齢児未満の幼児がいる者

のみである。  

３ 加算項目に該当するかどうかは、市が調査し判断する。  

ロ その他加算（１箇月あたり）  

項目  通院介助  コ ミ ュ ニ ケ

ー シ ョ ン 支

援  

夜間支援  住宅状況  

支 給 量 の 上

限  

１０時間  １０時間  １０時間  １０時間  

対 象 と な る

障害  

全障害  全障害  全障害  身体障害者  

 

 

項目  日中活動

なし  

地域移行

準備  

行動障害  外出支援  自立支援  年末年始

期間等日

中活動振

替  



支給量の

上限  

１５時間  １０時間  ２７時間  ２０時間  １０時間  日中活動

日１日に

つき８時

間  

対象とな

る障害  

全障害  全障害  知的障害

者、精神

障害者  

全障害  全障害  全障害  

注１ その他加算とは、当該障害者の社会活動や居宅等状況及びサービス利用

意向を考慮した上で、基礎基準時間に付加できる上限時間をいう。  

２ 加算項目に該当するかどうかは、市が調査し判断する。  

４ 同行援護の支給量  

（１）基礎基準時間（１箇月あたり）  

 支給量を「２０時間」とする。  

（２）加算時間（１箇月あたり）  

 当該障害者の社会活動や外出等状況及びサービス利用意向を考慮した上で、

基礎基準時間に「３４時間」を上限に付加する。  

５ 行動援護の支給量（１箇月あたり）  

障害支援区分  支給量の上限  

区分３  ５９時間  

区分４  ６４時間  

区分５  ６９時間  

区分６  ７４時間  

６ 生活介護の支給量（１箇月あたり）  

障害支援区分  支給量の上限  

区分３から区分６  

※５０歳以上は区分２以上  

各月の日数から８を差し引いた日

数  

７ 短期入所の支給量（１箇月あたり）  

（１） 障害者の支給量  

障害支援区分  支給量の上限  

区分１から３  ８日  

区分４から６  １２日  

（２） 障害児の支給量  



勘案事項調査  支給量の上限  

区分１  ８日  

区分２、区分３  １２日  

注 勘案事項調査とは、障害児の状況を把握するために厚生労働省が作成し

た５領域１０項目にわたる表に基づく区分をいう。  

８ 重度障害者等包括支援の支給量（１箇月あたり）  

障害支援区分  支給量の上限  

区分６  ４５，５００単位  

注 単位とは、障害福祉サービスに要する費用の額を算定するために、厚生

労働省より示されるものである。  


